
（広告第４号様式）

川崎市　広告募集説明書　（印刷物広告媒体資料）

募集件名

発行部数

川崎市中小企業融資制度のご案内（令和8年度版）

令和8年度版川崎市中小企業融資制度パンフレットの広告枠販売です。
このパンフレットは、中小企業融資制度一覧や制度概要を掲載したものであり、毎年4月に
発行しています。
金融課・中小企業溝口事務所の窓口をはじめ、各区役所・支所・出張所・各市税事務所・
図書館・市民館等に配布し、常時設置しています。
また、市内産業団体にも配布しており、多くの中小企業者の方々が御覧になっています。

別添「広告掲載仕様書」のとおり広告を掲載することができます。
広告の掲載を希望する事業者は、別紙申込書により期間内にお申込みください。

8,000～9,000部程度を予定

募集の内容

(1)
「川崎市広告掲載要綱」及び「川崎市広告掲載基準」（以下「要綱等」という。）に規定する規制
業種・事業者でないこと。また、「川崎市中小企業融資制度に係わる広報印刷物等広告掲載
要領」第2条第1項第1号及び第2号に該当する者。

この募集に関して具体的な説明を希望する場合は、次のとおりお問い合わせください。

令和7年11月26日 から

「川崎市中小企業融資制度に係る広報印刷物等広告掲載要領」第3条に基づき選定します。

令和7年12月12日 まで

川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に基づく指名停止措置を受けていない者。

川崎市暴力団排除条例（平成24年川崎市条例第5号）第２条に規定する暴力団、暴力団員
等、暴力団経営支配法人等又は同条例第７条に規定する暴力団員等と密接な関係を有する
と認められる者ではないこと。

募集についての
説明

期間 令和7年11月26日 から

時午後　5

申込み

期間

〒212-0013　川崎市幸区堀川町66-20　川崎市産業振興会館5階

なし

経済労働局　経営支援部　金融課　担当：大川

方法 来庁、電話、メール等でお問い合わせください。

この募集に関する申込みの提出期限等は次のとおりです。

午後　5

方法

時令和7年12月12日

https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/230/0000084912.html

川崎市広告掲載要綱

□

住所

電話・FAX
担当部署

eメール

044-544-3263

28kinyu@city.kawasaki.jp

電話 FAX

　【添付資料】　

川崎市広告掲載要綱及び川崎市広告掲載基準は、川崎市ホームページで御覧になれます。

https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/230/0000084909.html
川崎市広告掲載基準

申込対象 広告掲載を希望する事業者様

(2)

選定基準

(3)

(4)

直接持参、郵送（必着）、ＦＡＸ、メール又はLoGoフォーム（下記URL）。

https://logoform.jp/form/FUQz/784367

申込資格

044-544-1847

地方自治法施行令第167条の4第2項の各号のいずれかに該当し、2年を経過しないもの及び
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

まで

（川崎市中小企業融資制度に係る広報印刷物等広告掲載要領、
　広告掲載申込書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■ あり

https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/230/0000084912.html
mailto:28kinyu@city.kawasaki.jp
https://www.city.kawasaki.jp/templates/outline/230/0000084909.html
https://logoform.jp/form/FUQz/784367


（広告第４号様式）

１　印刷物の概要

前年度　表紙

２　掲載可能な広告

※川崎市広告掲載要綱及び川崎市広告掲載基準を遵守してください。

※広告料には、制作費（版下・デザイン）は含んでおりません。

※入稿前に原稿内容の審査を受けてください。

※完全データにて入稿してください(出力見本を添えてください）。

※掲載枠位置については、金融課にて調整いたしますので、御了承ください。

※掲載時の色については、パンフレットに合わせます。

※1事業者1枠の応募でお願いします。

配付エリア

判型 （冊子形式）A4判・コート紙・4色刷り

12ページを予定ページ

8,000～9,000部程度を予定発行部数

配付期間

規格

広告掲載が望ましくない業種・内容
「川崎市広告掲載基準第３条」に該当する者
「川崎市広告掲載要綱第５条」に該当する内容

①90,000円
②60,000円
③30,000円

令和8年3月下旬

令和8年3月下旬～令和9年3月下旬

配付方法

発行日

留意事項

入稿締切

川崎市内

市内中小企業者。そのほか、関連機関や希望する市民・団体等。

発行頻度

内容等

配付対象者

①、②及び③：裏表紙

年に1回

契約締結後に調整します。

発行元

広告掲載仕様書（印刷物広告媒体資料）

名　称

広告料（１枠・税込）

・川崎市中小企業融資制度一覧　・融資制度の主な改正点
・融資制度の概要（融資制度利用者の説明、融資申込みに必要な書類など）
・川崎市信用保証協会に関する説明　・信用保証料率の説明
・問い合わせ先一覧　等

川崎市中小企業融資制度のご案内（令和8年度版）

枠数

前年度　裏表紙

電子データ（ファイル形式については応相談）入稿形態

＜窓口＞経済労働局金融課・経済労働局中小企業溝口事務所の窓口
＜市内公共施設＞各区役所・支所・出張所・各市税事務所・図書館・市民館等
＜その他＞庁内各所への配架及び金融機関、市内産業団体に配布

経済労働局経営支援部金融課　

掲載面・位置

①縦5.0ｃｍ×横18.6ｃｍ
②縦5.0ｃｍ×横12.3ｃｍ
③縦5.0ｃｍ×横6.0ｃｍ

裏表紙の
範囲内

1

スペース（縦×横） 色数


